
一

（
外
交
・
安
全
保
障
に
関
す
る
調
査
会
）

外
交
・
安
全
保
障
に
関
す
る
調
査
報
告
（
中
間
報
告
）
要
旨

本
調
査
会
は
、
外
交
・
安
全
保
障
に
関
し
、
長
期
的
か
つ
総
合
的
な
調
査
を
行
う
た
め
、
令
和
四
年
十
月
三
日
に
設
置
さ

れ
、
三
年
間
の
調
査
テ
ー
マ
を
「

世
紀
の
戦
争
と
平
和
と
解
決
力
～
新
国
際
秩
序
構
築
～
」
と
決
定
し
た
。
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二
年
目
の
調
査
で
は
、
「
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
（
自
律
型
致
死
兵
器
シ
ス
テ
ム
）
に
関
す
る
国
際
的
な
ル
ー
ル
作
り
及
び
対
人
地
雷
禁

止
条
約
の
履
行
確
保
に
係
る
取
組
と
課
題
」
、
「
武
力
紛
争
等
と
人
道
主
義
の
実
践
・
再
構
築
に
向
け
た
取
組
と
課
題
」
、

「
Ｆ
Ｍ
Ｃ
Ｔ
（
核
兵
器
用
核
分
裂
性
物
質
生
産
禁
止
条
約
）
の
交
渉
開
始
へ
の
取
組
と
課
題
」
、
「
気
候
変
動
や
武
力
紛
争
等

の
影
響
を
踏
ま
え
た
国
際
的
な
食
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
及
び
人
間
の
安
全
保
障
の
確
保
等
に
向
け
た
取
組
と
課
題
」
及

び
「
気
候
変
動
が
海
洋
法
秩
序
に
及
ぼ
す
影
響
へ
の
対
策
と
取
組
の
在
り
方
」
に
つ
い
て
、
計
十
五
名
の
参
考
人
か
ら
意
見
を

聴
取
し
、
質
疑
を
行
っ
た
ほ
か
、
「

世
紀
の
戦
争
と
平
和
と
解
決
力
～
新
国
際
秩
序
構
築
～
」
に
つ
い
て
、
委
員
間
の
意
見

21

交
換
を
行
っ
た
後
、
こ
れ
ら
を
調
査
報
告
（
中
間
報
告
）
と
し
て
取
り
ま
と
め
、
令
和
六
年
六
月
五
日
、
議
長
に
提
出
し
た
。

同
報
告
書
で
は
、
調
査
会
に
お
け
る
参
考
人
の
意
見
、
主
要
論
議
及
び
委
員
間
の
意
見
交
換
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要

を
取
り
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
主
要
論
点
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。


